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◆2 月の労務スケジュール 

～2/28 １月分社会保険料納付 

～2/10 1月分源泉徴収税額住民税額の納付 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

社会保険労務士法人リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

従業員への制度説明をサポート！厚労省の育児休業等給付に関するツールまとめ 

 

今月は、育児休業等給付の制度内容や申請手続きが複雑化する中で、 

厚生労働省が公開した育児休業等給付に関するツールをご紹介いたします。 

TEL： 

０３－６７０９－８９１９ 

ニュースレター 

2026年 2月号 

第 149号 

Legal Networks 
 
ニュースレターバックナンバーはこちらから閲覧いただけます！ 

TEL： 

０３－６７０９－８９１９ 

〒１６０－００２２ 

東京都新宿区新宿１-３４-１３ 第一貝塚ビル３０２号 

社会保険労務士法人 

リーガルネットワークス 

 

◼ 育児休業等給付に関して厚生労働省が展開する各種ツール 

2025 年 4 月から、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新たに始まり、働く親が出産・育児

と仕事を両立しやすい制度が拡充されました。これらの給付金は、育児期における収入面の不安を和らげ、育児休業

の取得や仕事を続けながらの育児を後押しすることを目的としています。 

一方で、支給要件や申請手続きは複雑なため、企業、従業員ともに制度を正しく理解することが大切となってき

ています。 
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さらに、2025 年 11 月 17 日からは「育児休業等給付コールセンター」が設置され、各種給付金の制度内容や

申請手続きなどについて、事業主や従業員が問い合わせできる体制も整えられました。 

こうした点を踏まえ、厚生労働省では制度内容を分かりやすく解説した紹介動画や、パパ編・ママ編に分かれた

デジタルパンフレットを公開しています。あわせて、出産時や育児休業中に受け取れる給付金の目安額を簡単に確認

できるシミュレーションツールも用意されています。 

 

  

育児休業等給付の制度が複雑化している中、従業員への説明では、紹介動画やデジタルパンフレット、給付金の試

算ツールを活用して、育児休業や時短勤務に伴う給付金の仕組みをわかりやすく伝え、安心して制度を利用できるよ

うサポートしていきましょう。 

参考：厚生労働省「育児休業等給付について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html 

 

厚生労働省：「給付金の制度利用ガイド」 厚生労働省：「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」 

https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/14531867577914
https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

